
                    
 

袋井市歴史文化館 令和６年 10月７日（月）～12月 20日（金） 

鳴
動
す
る
地
面
、 

奔
走
す
る
人
間 

情
報
伝
達
と
復
興
の
震
災
史 



 
                             

                             

  

元
禄
十
六
年
十
一
月
二
十
三
日
（
太
陽
暦
一
七
〇
三
年
十

二
月
三
十
一
日
）
の
丑
刻
、
相
模
ト
ラ
フ
周
辺
で
大
地
震
が

発
生
し
ま
し
た
（
元
禄
地
震
）。
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
は
七
．
九

～
八
．
〇
、
海
溝
型
の
地
震
で
あ
り
、
津
波
被
害
も
大
き
く
、

地
震
、
火
事
に
よ
る
家
屋
の
被
害
は
二
万
を
越
え
、
死
者
も

一
万
人
を
越
え
た
と
言
い
ま
す
。 

元
禄
地
震
の
揺
れ
は
長
く
続
き
、
小
田
原
で
は
宝
永
四
年

（
一
七
〇
七
）、
宝
永
地
震
の
年
ま
で
揺
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。 

袋
井
の
北
原
川
村
に
、〔
足
立
家
記
録
〕
と
名
づ
け
ら
れ
て

い
る
史
料
が
あ
り
ま
す
。
代
々
の
日
記
を
後
年
編
纂
し
た
も

の
の
よ
う
で
、
内
容
の
編
纂
自
体
は
、
筆
記
か
ら
そ
れ
ほ
ど

遠
く
な
い
時
期
に
行
わ
れ
た
よ
う
で
す
。 

 

〔
足
立
家
記
録
〕
の
二
巻
に
元
禄
地
震
の
記
録
が
あ
り
ま

す
。
元
禄
十
六
年
（
一
七
〇
三
）
十
一
月
二
十
二
日
条
で
す
。 

 

同
霜
月
廿
二
日
夜
明
テ

八
ツ

時
分
ニ

大
地
し
ん
仕
候
而
、

箱
根
ゟ
江
戸
迄
別
而
大
キ
ニ

ゆ
り
、
町
之
家
つ
ぶ

れ
、
人
馬
死
申
候
。
小
田
原
丁
地
し
ん
ニ

火
事
出
来

ニ

而
、
御
城
共
ニ

不
レ

残
焼
払
申
候
。
箱
根
畑
町
も
五

間
計
リ

つ
ぶ
れ
、
飯
田
村
金
右
衛
門
と

申
仁
ハ
、
免

定
取
リ
ニ

参
リ

、
江
戸
帰
リ
ニ

畑
ニ

壱
人
泊
リ

、
家
ニ

お
さ

れ
死
申
候
。 

一
、
世
の
中
能
ク

米
弐
斗
六
分
位
、
木
綿
四
貫
め
位
仕

候
。 

［
現
代
語
訳
］ 

同
（
元
禄
十
六
年
＝
一
七
〇
三
）
霜
月
二
十
二
日
夜

明
け
て
八
つ
（「
夜
明
」
＝
鶏
鳴
。
丑
刻
＝
午
前
二
時

〔足立家記録 二〕元禄 16 年（1703）11 月 22 日条 

（
元
禄
十
六
年
／
一
七
〇
三
） 

（
原
文
「
地
」
に
濁
点
あ
り
） 



頃
）
時
分
に
大
地
震
が
起
き
て
、
箱
根
よ
り
江
戸
ま

で
は
、
特
に
大
き
く
揺
れ
、
町
の
家
が
潰
れ
、
人
馬

が
死
ん
だ
。
小
田
原
町
は
地
震
に
火
事
が
起
き
、
お

城
と
と
も
に
残
ら
ず
焼
け
て
し
ま
っ
た
。
箱
根
畑
町

も
五
間
（
軒
か
？
）
ば
か
り
つ
ぶ
れ
、
飯
田
村
の
金

右
衛
門
と
申
す
人
は
、
免
定
を
取
り
に
（
江
戸
に
）

参
り
、
江
戸
か
ら
帰
る
と
き
に
畑
に
一
人
で
泊
り
、

家
に
押
し
つ
ぶ
さ
れ
て
死
ん
だ
。 

一
、
世
の
中
は
良
く
、
米
は
二
斗
で
価
格
が
六
分
ほ
ど
、

木
綿
は
（
同
じ
額
で
）
四
貫
目
く
ら
い
で
あ
る
。 

  

こ
の
後
、〔
足
立
家
記
録 

二
〕
元
禄
十
六
年
（
一
七
〇
三
）

十
二
月
二
十
六
・
二
十
八
日
条
に
は
「
同
十
二
月
廿
六
日
・

八
日
ニ

中
地
し
ん
。
霜
月
拾
月
□
□
も
ゆ
り
［ 

 

］
」
と
あ

り
、
北
原
川
村
で
も
、
少
な
く
と
も
十
二
月
末
頃
ま
で
揺
れ

を
感
じ
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。 

元
禄
地
震
の
、
数
少
な
い
信
頼
で
き
る
史
料
の
一
つ
と
さ

れ
る
『
祐
之
地
震
道
記
』
元
禄
十
六
年
（
一
七
〇
三
）
十
一

月
二
十
一
日
条
に
は
、「
十
一
月
廿
一
日 

江
戸
の
邸
館
を
発

し
て
、
日
暮
る
程
に
、
戸
塚
の
駅
に
や
と
り
と
り
ぬ
。
亭
主
を
十
右
衛

門
と
い
ふ
。

〔
こ
こ
で
夜
に
な
り
日
付
が
改
ま
っ
て
い
る
／
引
用
者
注
〕

丑
半
剋
は
か
り
、
大
地
震
、
戸
障
子
、
小
壁
へ
た
〳
〵
と
崩

れ
か
ゝ
る
」
と
あ
り
ま
す
。 

『
祐
之
地
震
道
記
』
は
、
京
都
下
鴨
神
社
の
神
官
梨
木
祐

之
が
、
用
事
が
あ
っ
て
江
戸
に
行
っ
た
帰
り
に
、
戸
塚
宿
で

地
震
に
遭
い
、
そ
こ
か
ら
京
都
に
戻
る
ま
で
の
日
記
で
す
（
袋

井
の
記
述
は
あ
り
ま
せ
ん
）
。 

祐
之
は
丑
半
刻
（
午
前
三
時
頃
）
に
戸
塚
宿
で
被
災
し
た

と
い
う
こ
と
で
す
が
、
震
動
の
到
達
に
は
時
差
が
あ
っ
た
と

見
る
べ
き
で
し
ょ
う
。〔
足
立
家
記
録 

二
〕
の
記
述
を
否
定

す
る
ほ
ど
の
差
違
で
は
な
さ
そ
う
で
す
。 

 

〔
足
立
家
記
録 

二
〕
に
記
さ
れ
た
小
田
原
の
被
害
で
す

が
、
元
禄
地
震
で
は
小
田
原
の
被
害
が
特
に
大
き
く
、
小
田

原
城
は
大
破
。
城
下
町
も
、
直
後
の
火
災
で
壊
滅
し
ま
し
た
。

幕
府
は
、
十
一
月
二
十
八
日
に
は
小
田
原
城
主
の
大
久
保
隠

岐
守
忠
増
に
帰
国
の
暇
を
与
え
、
十
一
月
二
十
九
日
に
は
、

大
久
保
隠
岐
守
忠
増
に
金
一
万
五
千
両
を
貸
与
し
ま
し
た
。 

 

こ
う
し
た
デ
ー
タ
を
見
る
と
、〔
足
立
家
記
録 

二
〕
の
記

述
は
か
な
り
正
確
だ
と
言
え
そ
う
で
す
。 

 

記
し
た
の
が
少
し
後
の
時
期
だ
っ
た
と
し
て
も
、
ど
う
し

て
記
主
は
こ
れ
ほ
ど
正
確
な
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の

で
し
ょ
う
か
。
飯
田
村
金
右
衛
門
と
ゆ
か
り
が
あ
っ
た
可
能

性
も
否
定
で
き
ま
せ
ん
が
、『
祐
之
地
震
道
記
』
元
禄
十
六
年

（
一
七
〇
三
）
十
一
月
二
十
四
日
条
を
見
る
と
、
東
海
道
を

行
き
来
す
る
飛
脚
や
旅
人
が
重
要
な
情
報
源
と
な
っ
て
い
た

こ
と
が
分
か
り
ま
す
。 

 

矢
田
俊
文
氏
も
祐
之
の
情
報
収
集
に
注
目
し
て
お
り
、
祐

之
一
行
は
、
飛
脚
や
旅
人
か
ら
の
情
報
を
も
と
に
、
被
害
の

少
な
い
地
点
を
的
確
に
選
択
し
、
可
能
な
限
り
安
全
に
旅
を

し
て
い
た
と
い
い
ま
す
。
こ
う
し
た
飛
脚
や
旅
人
の
情
報
は

馬
鹿
に
で
き
ま
せ
ん
。 

 

北
原
川
村
も
東
海
道
上
の
村
で
す
。
海
道
を
行
く
飛
脚
や

旅
人
か
ら
情
報
を
得
や
す
い
環
境
で
す
。
そ
う
し
た
人
た
ち

か
ら
、
詳
細
な
情
報
を
得
た
の
で
し
ょ
う
。 

ま
た
、〔
足
立
家
記
録 

二
〕
宝
永
元
年
（
一
七
〇
四
）
四

月
一
日
？
条
（
こ
の
条
、
五
月
十
三
日
条
と
五
月
二
十
七
日

条
の
間
に
あ
る
た
め
、
五
月
十
三
日
条
の
一
部
か
も
し
れ
な

い
）
に
は
、
江
戸
城
の
被
害
に
関
す
る
記
述
が
あ
り
ま
す
。 

 

同
四
月
一
日
ゟ
年
号
替
リ

、
宝
永
元
年
ニ

な
り
申
候
。
江

戸
去
年
の
じ
し
ん
ニ

て
石
つ
み
破
損
。
春
夏
大
分
普
請

御
座
候
。 

［
現
代
語
訳
］ 

同
四
月
一
日
よ
り
年
号
が
替
わ
り
、
宝
永
元
年
に
な
り

ま
し
た
。
江
戸
は
去
年
の
地
震
で
石
積
み
が
破
損
。
春

夏
に
大
分
普
請
し
ま
し
た
。 

  

江
戸
城
は
、
元
禄
地
震
に
よ
っ
て
、
櫓
や
門
、
石
垣
、
塀

な
ど
に
多
大
な
被
害
を
蒙
り
ま
し
た
。
江
戸
城
修
復
普
請
に

つ
い
て
は
、
幕
府
の
財
政
難
か
ら
請
負
体
制
が
こ
の
と
き
に

変
わ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
研
究
も
あ
り
ま
す
（
後
述
）。 

 

【
参
考
文
献
】 

①
梨
木
祐
之
著
／
熊
原
政
男
校
訂
『
祐
之
地
震
道
記
』（
一
九
五
三
年
）。 

②
古
山
豊
「
墓
碑
が
明
か
し
た
元
禄
地
震
津
波
被
害
」
（『
科
学
朝
日
』

四
八
（
六
）（
五
六
九
）、
一
九
八
八
年
）。 

③
西
山
昭
仁
「
元
禄
地
震
（
一
七
〇
三
）
に
お
け
る
江
戸
で
の
震
災
対

応
」（『
大
谷
大
学
大
学
院
研
究
紀
要
』（
二
〇
）
二
〇
〇
三
、
二
〇
〇

三
年
）。 

④
内
閣
府
（
防
災
担
当
）『
１
７
０
３
元
禄
地
震
報
告
書
』（
二
〇
一
三

年
）。 

⑤
北
原
糸
子
「
元
禄
地
震
の
江
戸
城
修
復
と
大
名
手
伝
普
請
」（『
国
史

学
』
二
一
八
、
二
〇
一
六
年
）。 

⑥
矢
田
俊
文
『
近
世
の
巨
大
地
震
』（
吉
川
弘
文
館
、
歴
史
文
化
ラ
イ
ブ

ラ
リ
ー
四
六
三
、
二
〇
一
八
年
）。 

  
 

（
宝
永
元
年
／
一
七
〇
四
） 
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宝
永
地
震
は
、
宝
永
四
年
十
月
四
日
（
太
陽
暦
一
七
〇
七

年
十
月
二
十
八
日
）
午
後
二
時
頃
、
南
海
ト
ラ
フ
を
震
源
と

し
て
発
生
し
た
大
地
震
で
す
。
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
八
．
四
と

推
定
さ
れ
て
い
て
、
文
献
に
記
録
さ
れ
た
震
災
と
し
て
は
、

当
時
ま
で
の
史
上
最
大
級
だ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

宝
永
地
震
の
四
十
九
日
後
、
宝
永
四
年
（
一
七
〇
七
）
十

一
月
二
十
三
日
（
一
七
〇
七
年
十
二
月
十
六
日
）
午
前
十
時

～
十
一
時
頃
に
、
富
士
山
の
大
噴
火
が
発
生
し
ま
し
た
。
噴

火
は
和
暦
で
十
二
月
九
日
ま
で
十
六
日
間
断
続
的
に
続
き
、

新
た
に
開
い
た
宝
永
火
口
か
ら
噴
出
し
た
火
山
礫
や
火
山
灰

な
ど
の
噴
出
物
は
、
偏
西
風
に
乗
っ
て
静
岡
県
北
東
部
か
ら

関
東
地
方
に
降
り
注
ぎ
、
甚
大
な
被
害
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。 

 

北
原
川
村
の
〔
足
立
家
記
録 

二
〕
に
は
、
宝
永
地
震
に

関
す
る
記
事
も
載
っ
て
い
ま
す
。 

曰
く
、
宝
永
四
年
（
一
七
〇
七
）
十
月
某
日
（
後
文
に
「
十

月
四
日
以
後
小
地
震
一
日
一
夜
ニ

五
度
七
度
も
十
日
計
リ
ゆ

り
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
四
日
と
分
か
る
）
の
昼
八
つ
上
刻
半

時
（
十
三
時
頃
）
に
大
地
震
が
起
こ
っ
た
。
石
居
え
の
家
は

大
方
潰
れ
た
が
、
昼
だ
っ
た
の
で
死
者
は
少
な
か
っ
た
。 

名
栗
町
で
は
家
六
軒
ば
か
り
潰
れ
た
。
そ
の
ほ
か
の
家
は

大
分
傾
い
た
。
久
津
部
の
家
も
大
分
潰
れ
、
上
貫
名
で
も
家

が
つ
ぶ
れ
た
。
北
原
川
・
不
入
斗
に
は
破
損
の
家
は
な
か
っ

た
。
地
震
の
揺
れ
方
に
は
場
所
に
よ
っ
て
差
が
あ
る
ら
し
い
。 

袋
井
町
・
掛
川
は
残
ら
ず
潰
れ
、
袋
井
で
は
、
五
、
六
軒

が
残
っ
た
。
袋
井
の
（
後
文
に
掛
川
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い

る
の
で
、
前
半
部
は
袋
井
の
被
害
と
推
測
さ
れ
る
）
死
者
は

十
四
、
五
人
。
負
傷
者
は
十
人
ほ
ど
。
掛
川
で
は
四
、
五
人

〔足立家記録 二〕宝永地震条 



が
死
亡
。
見
付
町
・
日
坂
町
は
何
事
も
な
か
っ
た
。
云
々
。 

 
袋
井
近
辺
の
被
害
は
こ
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
後
、
全
国
的
な
被
害
が
列
挙
さ
れ
て
い
ま
す
。
随
分
詳
し

い
で
す
が
、
先
の
元
禄
地
震
で
見
た
よ
う
に
、
飛
脚
や
旅
人

な
ど
か
ら
情
報
を
得
た
の
で
し
ょ
う
。「
薩
摩
・
四
国
大
分
ゆ

り
、
死
人
大
分
ニ

風
聞
御
座
候
」
と
い
う
記
述
も
あ
る
の
で
、

風
聞
の
類
も
飛
び
回
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。 

こ
の
と
き
に
で
き
た
宝
永
山
の
こ
と
が
、
〔
足
立
家
記
録 

二
〕
に
も
特
記
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

（
前
略
） 

同
廿
三
日
ニ

も
か
ミ
な
り
や
う
ニ

ど
ろ
〳
〵
昼
ゟ
夜
迄

仕
、
同
晩
ゟ
冨
士
山
す
は
し
り
口
す
な
ふ
る
ひ
ノ

ゟ
火

も
へ
上
リ

、
石
砂
さ
か
ミ
・
鎌
倉
・
江
戸
方
ヘ

風
下
ヘ

吹
、

近
所
五
尺
、
三
尺
、
壱
尺
宛
砂
つ
も
り
大
分
や
け
、
ふ

じ
近
所
甲
州
ニ

て
、
一
里
の
内
村
里
皆
に
げ
、
死
人
も
有

レ

之
、
中
〻
け
し
か
ら
ぬ
事
ニ

候
。
近
所
な
れ
と
も
、
吉

原
ゟ
西
ハ
風
む
き
能
御
座
候
間
、
あ
ま
り
火
さ
き
石
砂

来
不
レ

申
候
。
同
極
月
八
日
迄
焼
、
八
日
晩
ニ

ひ
し
と
焼

留
リ

申
候
。
則
冨
士
山
ニ

焼
吹
上
石
た
ま
り
、
冨
士
山
の

こ
と
く
の
小
山
出
来
。
則
年
号
ヲ

以
宝
永
山
と

名
付
申
候
。

東
風
下
ノ
国
小
砂
八
寸
壱
尺
、
近
キ

ハ
三
尺
五
尺
積
リ

、

麦
作
す
た
り
申
候
。 

（
後
略
） 

  

文
面
を
読
む
限
り
、
北
原
川
村
か
ら
噴
火
は
見
え
な
か
っ

た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。 

 

ま
た
、〔
足
立
家
記
録 

二
〕
に
は
、
袋
井
の
復
興
に
関
す

る
記
事
も
あ
り
ま
す
。
袋
井
の
復
興
に
つ
い
て
は
、
江
戸
の

丹
嶋
屋
が
請
け
負
い
ま
し
た
。 

 

請
負
金
額
（
入
札
金
額
）
は
一
万
四
千
両
。
そ
の
内
の
五

千
八
百
両
を
、
丹
嶋
屋
か
ら
、
袋
井
の
地
元
業
者
に
分
配
し
、

地
元
の
力
で
復
興
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
宝
永
五
年
（
一
七
〇

八
）
の
閏
正
月
中
に
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
復
興
に
取
り
か
か

る
の
に
丁
度
良
い
時
期
を
見
計
ら
っ
た
、
と
の
こ
と
で
す
。 

 

江
戸
幕
府
が
入
札
に
参
加
す
る
業
者
を
指
名
し
、
落
札
し

た
業
者
に
大
名
か
ら
普
請
を
請
け
負
わ
せ
る
、
と
い
う
仕
組

み
は
、
元
禄
地
震
の
と
き
に
、
荻
原
重
秀
が
幕
府
の
財
政
難

の
中
で
考
え
出
し
た
方
式
で
す
。
袋
井
の
普
請
で
も
そ
の
方

式
が
用
い
ら
れ
た
よ
う
で
す
。 

 

ま
た
、
宝
永
五
年
（
一
七
〇
八
）
閏
正
月
下
旬
に
は
、
富

士
山
の
焼
け
灰
（
テ
フ
ラ
）
除
去
の
費
用
を
百
姓
に
割
り
当

て
る
こ
と
に
な
り
、

三
月
に
払
っ
た
、

と
の
こ
と
で
す
。 

 
テ
フ
ラ
の
被
害

を
受
け
た
地
域
で

は
、
テ
フ
ラ
に
よ

っ
て
山
野
な
ど
が

埋
め
尽
く
さ
れ
た

た
め
飢
饉
が
ひ
ど
く
、
当
初
御
救
夫
食
米
の
支
給
（
実
際
に

は
貨
幣
で
支
給
さ
れ
た
）
が
あ
り
ま
し
た
が
、
生
活
の
復
旧

の
た
め
、
住
民
は
、
幕
府
か
ら
の
砂
除
の
補
助
を
求
め
ま
し

た
。 

 

こ
の
砂
除
金
は
、
宝
永
五
年
（
一
七
〇
八
）
中
に
見
積
も

ら
れ
、
宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）
に
行
わ
れ
た
の
で
す
が
、

〔
足
立
家
記
録 

二
〕
で
は
宝
永
五
年
閏
正
月
の
こ
と
と
な

っ
て
い
ま
す
（
閏
月
の
配
置
は
宝
永
五
年
で
合
っ
て
い
ま
す
）。 

 

後
に
書
い
た
の
で
間
違
え
た
、
と
い
う
可
能
性
も
あ
り
ま

す
が
、「
閏
」
を
書
き
落
と
す
な
ら
と
も
か
く
、
閏
月
の
と
き

に
そ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
た
、
と
間
違
え
る
こ
と
は
あ
ま
り
な

い
よ
う
に
思
い
ま
す
。 

 

他
の
部
分
の
記
述
が
か
な
り
正
確
な
よ
う
な
の
で
、
も
し

か
し
た
ら
、
宝
永
五
年
見
積
も
り
の
砂
除
金
と
は
別
の
砂
除

金
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 

【
参
考
文
献
】 

①
永
原
慶
二
『
冨
士
山
宝
永
大
爆
発
』（
吉
川
弘
文
館
、
読
み
な
お
す
日

本
史
、
二
〇
一
五
年
、
初
出
二
〇
〇
二
年
）。 

②
中
央
防
災
会
議 

災
害
教
訓
の
継
承
に
関
す
る
専
門
調
査
会
『
１
７

０
７ 

富
士
山
宝
永
噴
火
報
告
書
』（
二
〇
〇
六
年
）。 

③
下
重
清
「
過
去
の
災
害
に
学
ぶ
（
第
11
回
） 

宝
永
４
年
（
１
７
０

７
）
富
士
山
噴
火
」（『
広
報 

ぼ
う
さ
い
』N

o
.3

7

、
二
〇
〇
七
年
）
。 

④
北
原
糸
子
「
元
禄
地
震
の
江
戸
城
修
復
と
大
名
手
伝
普
請
」（『
国
史

学
』
二
一
八
、
二
〇
一
六
年
）
。 

  
 

〔
カ
〕 

江戸の丹嶋屋が袋井普請を

請け負った。 
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嘉
永
七
年
十
一
月
四
日
（
太
陽
暦
一
八
五
四
年
十
二
月
二

十
三
日
）
午
前
九
時
頃
、
紀
伊
半
島
南
部
の
熊
野
沖
か
ら
、

遠
州
沖
、
駿
河
湾
内
に
至
る
広
い
海
域
を
震
源
と
し
て
、
安

政
東
海
地
震
が
起
こ
り
ま
し
た
。
そ
の
約
三
十
一
時
間
後
の

十
一
月
五
日
の
午
後
四
時
頃
に
、
紀
伊
水
道
か
ら
四
国
に
か

け
て
の
南
方
海
域
を
震
源
と
し
て
発
生
し
た
安
政
南
海
地
震

と
合
わ
せ
て
、「
安
政
東
海
・
南
海
地
震
」
と
呼
ん
だ
り
し
ま

す
。
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
は
八
．
四
程
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

そ
の
翌
年
、
安
政
二
年
十
月
二
日
（
太
陽
暦
一
八
五
五
年

十
一
月
十
一
日
）
夜
四
つ
時
（
午
後
十
時
）
こ
ろ
に
も
、
江

戸
を
中
心
に
大
地
震
が
あ
り
、
こ
ち
ら
は
安
政
江
戸
地
震
と

呼
ば
れ
て
い
ま
す
。 

 

安
政
東
海
・
南
海
地
震
は
、
南
海
ト
ラ
フ
を
震
源
と
す
る

大
地
震
で
、
一
〇
〇―

一
五
〇
年
周
期
で
発
生
す
る
と
見
ら

れ
て
い
る
た
め
、
研
究
者
か
ら
も
注
目
が
集
ま
っ
て
い
ま
す
。 

 

安
政
東
海
・
南
海
地
震
の
特
徴
は
史
料
が
多
い
こ
と
で
、

全
国
に
大
量
の
史
料
が
残
っ
て
い
ま
す
。
内
閣
府
の
報
告
書

が
出
さ
れ
た
二
〇
〇
五
年
当
時
、
歴
史
地
震
の
史
料
集
の
中

か
ら
、
安
政
東
海
・
南
海
地
震
関
係
の
史
料
を
集
め
た
だ
け

で
、
総
計
三
〇
〇
〇
頁
に
及
ん
だ
と
言
い
ま
す
。 

な
お
、「
安
政
地
震
」
と
い
う
名
称
に
つ
い
て
、
前
述
の
と

お
り
、
地
震
発
生
は
嘉
永
七
年
十
一
月
四
日
（
太
陽
暦
一
八

五
四
年
十
二
月
二
十
三
日
）
で
あ
り
、
一
連
の
震
災
を
受
け

て
、
嘉
永
七
年
十
一
月
二
十
七
日
（
太
陽
暦
一
八
五
五
年
一

月
十
五
日
）
に
「
安
政
」
と
改
元
し
た
の
で
、「
嘉
永
七
年
の

東
海
地
震
」
と
呼
ぶ
べ
き
、
と
い
う
主
張
が
あ
り
ま
す
。 

 

袋
井
に
お
け
る
安
政
東
海
地
震
の
被
害
に
つ
い
て
、
根
拠

『噺伝記』安政地震の記事 



史
料
と
と
も
に
分
か
る
範
囲
を
ま
と
め
た
も
の
は
、
他
に
資

料
を
作
成
し
ま
し
た
の
で
、
そ
ち
ら
を
御
参
照
く
だ
さ
い
。 

 

安
政
東
海
地
震
の
復
興
に
つ
い
て
は
、
領
主
に
よ
っ
て
そ

の
対
応
に
差
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

例
え
ば
、
宇
刈
の
村
々
（
掛
川
領
）
で
は
、
掛
川
城
が
大

破
し
た
た
め
、
掛
川
城
の
修
覆
の
課
役
が
あ
り
、
そ
れ
が
大

き
な
負
担
と
な
っ
た
と
言
い
ま
す
。
宇
刈
で
は
、
人
に
よ
っ

て
は
、
慶
応
、
明
治
の
頃
ま
で
復
興
が
成
ら
な
か
っ
た
、
と

い
う
例
も
あ
っ
た
と
の
こ
と
で
す
（
明
治
二
十
五
年
〈
一
八

九
二
〉
一
月
十
二
日
付
け
「
安
政
年
度
震
災
況
状
報
告
」
）
。 

 

一
方
、
見
取
村
（
旗
本
領
）
で
は
、
見
取
村
に
領
地
を
持

つ
三
人
の
旗
本
が
、
見
取
村
に
、
堤
の
修
覆
金
を
補
助
し
て

く
れ
た
、
と
言
い
ま
す
。
用
水
路
の
修
覆
費
用
は
別
に
補
助

し
て
く
れ
た
よ
う
で
す
（
『
噺
伝
記
』）
。 

 

他
の
村
の
例
も
調
べ
て
見
る
と
、
領
主
の
対
応
は
、
御
救

米
（
食
料
）
や
拝
借
金
（
お
金
）
の
支
給
に
と
ど
ま
る
例
が

多
い
よ
う
で
す
。
復
興
は
、
地
元
の
力
に
頼
っ
て
い
ま
し
た
。 

 

江
戸
時
代
に
は
、
藩
の
領
だ
け
で
な
く
、
旗
本
領
や
天
領

（
幕
府
領
）
が
入
り
組
み
、
ま
た
、
村
に
よ
っ
て
は
、
一
つ

の
村
に
複
数
の
領
主
が
い
る
場
所
（
相
給
）
も
多
く
あ
り
ま

し
た
。
袋
井
市
域
も
、
相
給
の
村
が
多
い
地
帯
で
す
。 

 

そ
う
し
た
村
々
が
連
な
る
地
域
で
は
、
一
つ
の
領
主
が
広

範
囲
に
復
興
の
対
応
を
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
、
小
さ

な
領
主
（
そ
れ
も
江
戸
な
ど
遠
隔
地
に
住
ん
で
い
る
）
が
多

い
の
で
、
復
興
に
対
し
て
、
財
政
的
に
も
人
材
的
に
も
間
に

合
わ
な
い
と
い
う
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。 

 

そ
れ
が
、
江
戸
時
代
の
復
興
が
、
地
元
の
人
の
力
に
よ
る

復
興
に
依
存
し
て
い
た
原
因
と
み
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

ま
た
、
安
政
東
海
地
震
は
、
情
報
伝
達
に
関
す
る
研
究
も

進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

北
原
川
村
の
嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
付
け
『
地
震
書
上

帖
』
を
見
る
と
、
掛
川
宿
問
屋
に
被
害
情
報
を
集
積
し
て
い

る
よ
う
で
す
が
、
目
付
が
移
動
す
る
に
際
し
て
、
通
行
で
き

る
場
所
や
通
行
予
定
箇
所
の
被
害
情
報
を
先
に
ま
と
め
て
お

く
た
め
に
、
情
報
を
集
め
て
い
た
よ
う
で
す
。 

 

領
主
側
の
主
導
に
よ
る
情
報
収
集
の
他
に
、
安
政
東
海
地

震
で
は
、
飛
脚
が
重
要
な
情
報
源
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。 

飛
脚
は
、
荷
物
の
み
な
ら
ず
、
普
段
か
ら
様
々
な
情
報
を

運
ん
で
い
ま
す
。
相
場
の
情
報
や
、
特
に
幕
末
期
に
顕
著
で

す
が
、
政
治
情
報
が
多
く
や
り
と
り
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

災
害
時
に
は
、
飛
脚
は
い
ち
早
く
災
害
情
報
を
各
地
に
運

ぶ
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
し
た
。
元
禄
地
震
の
時
に
も
、
飛

脚
が
各
地
の
情
報
を
伝
え
て
い
ま
し
た
。 

 

災
害
で
焼
失
し
た
荷
物
な
ど
に
つ
い
て
、
飛
脚
問
屋
と
荷

主
は
ど
ち
ら
が
損
害
を
負
担
す
る
の
か
。
そ
れ
は
重
大
な
争

い
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
飛
脚
は
正
確
な
災
害
情
報

を
求
め
、
飛
脚
問
屋
も
、
収
集
し
た
情
報
を
刷
り
物
に
し
て

配
付
。
顧
客
な
ど
と
も
情
報
共
有
を
し
て
裁
判
に
備
え
ま
し

た
。
自
分
た
ち
に
有
利
な
情
報
ば
か
り
か
な
、
と
思
い
き
や
、

飛
脚
の
情
報
は
か
な
り
正
確
だ
っ
た
よ
う
で
す
。 

 

ち
な
み
に
、『
噺
伝
記
』
に
は
、
そ
れ
ほ
ど
詳
し
い
記
事
で

は
な
い
も
の
の
、
嘉
永
七
年
六
月
十
五
日
（
太
陽
暦
一
八
五

四
年
七
月
九
日
）
に
発
生
し
た
伊
賀
上
野
地
震
に
つ
い
て
の

記
事
が
あ
り
ま
す
。
見
た
と
こ
ろ
、
地
元
に
被
害
は
な
か
っ

た
よ
う
な
の
で
、
情
報
の
み
得
た
の
で
し
ょ
う
。
鶴
松
村
の

安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
以
降
〔
安
政
地
震
経
過
書
付
〕
に

は
、
安
政
江
戸
地
震
に
つ
い
て
「
十
月
四
日
夜
凡
四
ツ
時
分

江
戸
大
地
し
ん
ニ
而

、
人
死
の
分
数
万
人
と
云
事
、
数
を
知
ら

す
」
と
あ
り
、
精
度
は
と
も
か
く
、
遠
隔
地
の
震
災
情
報
が

袋
井
市
域
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。 

 

江
戸
時
代
に
も
、
災
害
情
報
は
津
々
浦
々
に
広
ま
っ
て
い

ま
し
た
。
し
か
し
、
江
戸
時
代
か
ら
明
治
初
頭
ま
で
の
史
料

を
見
る
限
り
、
情
報
を
得
て
何
か
行
動
を
し
た
、
と
い
う
よ

り
も
、
珍
し
い
（「
稀
成
」）
こ
と
だ
か
ら
記
録
し
た
、
と
い

う
も
の
が
多
い
よ
う
で
す
。 

 

災
害
情
報
の
共
有
が
、
災
害
（
復
興
や
支
援
）
に
対
す
る

何
ら
か
の
運
動
に
繋
が
る
ま
で
に
は
、
こ
の
後
に
い
く
ら
か

の
転
換
が
必
要
だ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
変
化
は
、

近
代
の
災
害
史
で
見
ら
れ
ま
す
。 

 

【
参
考
文
献
】 

①
中
央
防
災
会
議 

災
害
教
訓
の
継
承
に
関
す
る
専
門
調
査
会
編
『
１

８
５
４ 

安
政
東
海
地
震
・
安
政
南
海
地
震 

報
告
書
』（
二
〇
〇
五

年
）。 

②
中
西
一
郎
・
西
山
昭
仁
「
嘉
永
七
年
（
１
８
５
４
）
伊
賀
上
野
地
震

に
関
す
る
史
料―

―

京
都
府
最
南
部
の
南
山
城
村
・
加
茂
村―

―

」

（『
地
震
』
第
二
輯
第
五
九
巻
、
二
〇
〇
六
年
）。 

③
堀
井
美
里
「
政
治
情
報
に
み
る
飛
脚
の
意
義―

幕
末
期
加
賀
藩
を
事

例
と
し
て―

」（『
加
賀
藩
研
究
』
三
（
〇
）、
二
〇
一
三
年
）。 

④
高
槻
泰
郎
「
近
世
日
本
に
お
け
る
相
場
情
報
の
通
信
技
術
」（『
電
子

情
報
通
信
学
会
誌
』
一
〇
〇
（
九
）、
二
〇
一
七
年
）。 

⑤
矢
田
俊
文
『
近
世
の
巨
大
地
震
』（
吉
川
弘
文
館
、
歴
史
文
化
ラ
イ
ブ

ラ
リ
ー
四
六
三
、
二
〇
一
八
年
）。 

⑥
水
本
邦
彦
『
土
砂
留
め
奉
行 

河
川
災
害
か
ら
地
域
を
守
る
』（
吉
川

弘
文
館
、
歴
史
文
化
館
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
五
五
〇
、
二
〇
二
二
年
）。 
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明
治
二
十
四
年
（
一
八
九
一
）
十
月
二
十
八
日
午
前
六
時

二
十
八
分
、
福
井
県
南
部
の
山
奥
か
ら
岐
阜
県
西
部
を
縦
断

し
て
愛
知
県
境
に
達
す
る
、
八
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
及
ぶ
断

層
の
ず
れ
が
地
表
に
現
れ
ま
し
た
。
こ
の
断
層
の
ず
れ
に
よ

っ
て
起
こ
っ
た
震
災
が
濃
尾
地
震
で
す
。 

マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
は
八
．
〇
。
明
治
以
降
の
近
代
日
本
が

遭
遇
し
た
初
め
て
の
巨
大
地
震
で
あ
り
、
日
本
に
お
け
る
地

震
防
災
の
出
発
点
と
な
っ
た
大
災
害
で
す
。
そ
れ
ま
で
の
日

本
の
内
陸
で
発
生
し
た
最
大
級
の
地
震
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

こ
の
時
に
出
現
し
た
断
層
の
ず
れ
は
大
き
く
、
岐
阜
県
根

尾
村
（
現
岐
阜
県
本
巣
市
）
に
は
、
高
さ
六
メ
ー
ト
ル
の
断

層
崖
が
出
現
し
ま
し
た
。 

 

濃
尾
地
震
で
は
、
当
時
新
し
く
登
場
し
た
写
真
や
石
版
画

と
い
っ
た
新
メ
デ
ィ
ア
が
、
新
聞
報
道
な
ど
を
通
じ
て
災
害

の
様
子
を
克
明
に
紹
介
し
ま
し
た
。
こ
の
時
、
あ
り
の
ま
ま

を
写
す
写
真
に
加
え
、
取
捨
選
択
に
よ
り
、
災
害
の
悲
惨
さ

を
強
調
で
き
る
石
版
画
に
よ
っ
て
、
報
道
に
大
き
な
イ
ン
パ

ク
ト
が
生
ま
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

こ
う
し
た
報
道
に
よ
り
、
濃
尾
地
震
で
は
全
国
か
ら
の
義

援
金
の
募
集
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
後
の
災
害

復
興
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
し
た
。 

 

ま
た
、
濃
尾
地
震
で
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
こ
の

災
害
を
き
っ
か
け
に
、
明
治
二
十
五
年
（
一
八
九
二
）
六
月

二
十
五
日
、
震
災
予
防
調
査
会
が
発
足
し
た
こ
と
で
す
。
震

災
予
防
調
査
会
は
、
防
災
対
策
の
た
め
の
国
の
機
関
と
し
て

は
、
世
界
的
に
も
早
い
時
期
の
も
の
で
す
。 

 

濃
尾
地
震
の
大
き
な
影
響
は
、
こ
の
災
害
を
き
っ
か
け
に

明治 24 年（1891）11 月 30 日付け「庶第三百七十三号」（宇刈） 

濃尾地震により、帝国大学では地震研究が本格化しました。それは、明治 25 年（1892）６月 25

日の震災予防調査会発足につながります。 

震災予防調査会発足前に、帝国大学は、過去の震災のデータ、それも、経験者が存命の可能性が高

い安政地震について、全国的にデータを集めました。上の史料は、そのときの調査依頼です。 



し
て
、
防
災
と
い
う
考
え
方
が
強
く
意
識
さ
れ
た
こ
と
で
す
。 

 

防
災
は
、
そ
の
後
の
諸
災
害
、
そ
し
て
、
関
東
大
震
災
を

経
て
、
現
代
に
繋
が
っ
て
い
ま
す
。 

 

こ
の
濃
尾
地
震
関
係
の
史
料
が
袋
井
市
内
で
唯
一
残
さ
れ

て
い
る
の
が
、
宇
刈
・
春
岡
で
す
。 

 

震
災
予
防
調
査
会
が
成
立
す
る
少
し
前
、
明
治
二
十
四
年

（
一
八
九
一
）
十
一
月
に
、
帝
国
大
学
は
、
加
藤
弘
之
総
長

名
で
、
各
県
、
各
省
へ
、
震
災
に
つ
い
て
の
二
十
四
項
目
の

調
査
を
実
施
し
ま
し
た
。
こ
の
調
査
が
、
静

岡
県
か
ら
郡
へ
、
さ
ら
に
各
村
へ
依
頼
さ

れ
た
も
の
を
は
じ
め
と
し
て
、
一
連
の
調

査
と
回
答
の
写
し
が
、
宇
刈
の
文
書
に
残

っ
て
い
ま
す
。 

 

そ
し
て
、
帝
国
大
学
は
、
過
去
の
震
災
の

デ
ー
タ
、
そ
れ
も
、
経
験
者
が
存
命
の
可
能

性
が
高
い
安
政
地
震
に
つ
い
て
も
、
全
国

的
に
デ
ー
タ
を
集
め
ま
し
た
。 

 

そ
れ
ま
で
の
言
い
伝
え
か
ら
、
よ
り
網

羅
的
、
学
問
的
に
、
過
去
の
災
害
に
学
ぶ
、

災
害
教
訓
と
い
う
考
え
方
が
強
く
打
ち
出

さ
れ
ま
し
た
。 

 

こ
れ
が
、
全
国
的
に
安
政
地
震
の
史
料

が
多
い
理
由
の
一
つ
で
も
あ
り
ま
す
。 

 

宇
刈
村
に
残
さ
れ
て
い
た
史
料
は
下
書

き
で
、
途
中
で
記
述
が
終
わ
っ
て
い
る
も

の
（
明
治
二
十
四
年
（
一
八
九
一
）
十
一
月

七
日
付
け
周
智
郡
宇
刈
村
〔
庶
第
三
百
四

十
壱
号
お
よ
び
回
報
〕）
な
の
で
す
が
、
ひ

と
ま
ず
、
濃
尾
地
震
の
被
害
を
左
に
紹
介

し
ま
す
。 

 

（
前
略
） 

一
、
物
品
之
倒
伏
等
ハ
多
ク
東
西
ニ

倒
伏
セ
リ
。 

一
、
水
瓶
・
肥
瓶
等
之
水
、
肥
シ

水
等
ハ
据
ヘ

ア
ル
ト
堀

置
キ

タ
ル
ト
ヲ
不
レ

論
、
総
テ

十
分
ア
ル
モ
ノ
ハ
二

分
以
上
ヲ
溢
出
ス

。
是
レ

亦
タ

東
西
ヘ

甚
シ
。 

一
、
大
地
震
後
両
三
日
ハ
一
日
七
八

回
ノ
多
キ
ニ

及
ヒ

、
既

ニ

今
日
ニ

至
ル

モ
一
日
二
回
或
ハ
一
回
以
上
微
震
ス
。 

（
後
略
） 

［
現
代
語
訳
］ 

一
、
物
品
が
倒
れ
伏
し
た
の
は
、
多
く
は
東
西
方
向
に

倒
れ
た
。 

一
、
水
瓶
・
肥
瓶
等
の
水
、
肥
や
し
水
等
は
、
据
え
置

い
て
い
た
も
の
も
堀
置
い
て
（
穴
を
掘
っ
て
そ
こ

に
固
定
し
て
い
た
）
い
た
も
の
も
関
係
な
く
、
全

て
、
中
身
の
二
割
ほ
ど
が
あ
ふ
れ
だ
し
た
。
こ
れ

も
ま
た
東
西
方
向
に
あ
ふ
れ
た
も
の
が
多
い
。 

一
、
大
地
震
の
後
二
、
三
日
は
（
地
震
は
）
一
日
に
七
、

八
回
く
ら
い
の
多
さ
だ
っ
た
。
今
日
に
至
り
、
一

日
二
回
或
い
は
一
回
以
上
微
震
し
て
い
る
。 

 

【
参
考
文
献
】 

①
中
央
防
災
会
議
災
害
教
訓
の
継
承
に
関
す
る
専
門
調
査
会
編
『
１
８

９
１ 

濃
尾
地
震
』（
二
〇
〇
六
年
）。 

②
長
谷
川
雄
高
「
濃
尾
地
震
に
お
け
る
浄
土
宗
の
活
動
に
つ
い
て
」

（『
歴
史
地
震
』
第
33
号
、
二
〇
一
八
年
）。 

  
 

明治 24 年（1891）11 月７日付け周智郡宇刈村〔庶第三百四十壱号および回報〕 

濃尾地震の被害報告（下書き／途中で記述が終わっている）。 

 

08 



 
                             

                             

   

昭
和
十
九
年
（
一
九
四
四
）
十
二
月
七
日
午
後
一
時
三
十

六
分
、
海
洋
プ
レ
ー
ト
の
沈
み
込
み
に
伴
い
発
生
す
る
、「
低

角
逆
断
層
地
震
」
と
呼
ば
れ
る
タ
イ
プ
の
地
震
（
関
東
大
震

災
と
同
様
）
が
発
生
し
ま
し
た
。
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
（
Mj
）

は
七
．
九
。
断
層
の
破
壊
開
始
点
は
、
和
歌
山
県
新
宮
市
付

近
で
し
た
が
、
断
層
の
破
壊
は
北
東
に
進
み
、
東
は
浜
名
湖

付
近
ま
で
達
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
震
災
を
「
一

九
四
四
年
東
南
海
地
震
」
な
ど
と
呼
び
ま
す
。 

一
九
四
四
年
東
南
海
地
震
は
、
戦
争
の
さ
な
か
に
起
き
た

地
震
だ
っ
た
た
め
、
地
震
の
発
生
そ
の
も
の
が
秘
密
扱
い
で

し
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
た
め
、
一
九
四
四
年
東
南
海
地

震
は
情
報
が
少
な
い
の
で
す
が
、
死
者
は
一
二
三
〇
人
（
一

二
二
三
人
）、
全
壊
家
屋
は
二
万
六
一
三
〇
に
達
し
た
と
も
言

わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

愛
知
・
三
重
・
静
岡
の
被
害
が
特
に
大
き
く
、
静
岡
県
で

は
二
九
五
人
が
亡
く
な
り
、
住
家
全
壊
も
一
〇
〇
〇
戸
を
超

え
た
と
言
い
ま
す
。
静
岡
県
の
家
屋
被
害
率
（
全
壊
戸
数
に

半
壊
戸
数
の
半
分
を
加
え
、
総
戸
数
で
割
っ
た
値
の
百
分
率
）

の
三
．
一
％
が
最
大
で
す
。
静
岡
県
内
で
は
、
太
田
川
と
菊

川
の
中
下
流
域
の
揺
れ
が
大
き
く
、
太
田
川
流
域
で
は
、
袋

井
市
、
磐
田
市
で
震
度
七
、
特
に
被
害
が
大
き
か
っ
た
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

地
域
ご
と
に
被
害
の
性
格
は
異
な
り
、
愛
知
県
で
は
工
場

建
物
の
倒
壊
に
よ
る
被
害
が
大
き
く
、
静
岡
県
で
は
、
軟
弱

地
盤
上
の
集
落
に
家
屋
倒
壊
が
集
中
し
、
多
く
の
方
が
亡
く

な
っ
た
、
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
遠
州
地
域
の
軍
需
工
場
の

被
害
に
つ
い
て
調
べ
た
も
の
も
あ
り
ま
す
。 

『大正十五年以后議事録』昭和 19 年（1944）12 月 



昭
和
二
十
一
年
（
一
九
四
六
）
秋
に
書
か
れ
、
昭
和
二
十

九
年
（
一
九
五
四
）
十
二
月
一
日
に
校
正
さ
れ
た
、『
袋
井
町

震
災
誌
』
と
い
う
史
料
に
よ
る
と
、
こ
の
震
災
は
報
道
さ
れ

な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
各
地
か
ら
応
援
団
が
や
っ
て

き
た
よ
う
で
、
三
島
や
、
静
岡
、
志
太
、
安
倍
各
郡
か
ら
警

防
団
、
青
年
団
、
各
町
内
会
、
部
落
会
員
が
、
役
員
の
指
揮

の
も
と
続
々
と
応
援
の
た
め
に
や
っ
て
き
た
と
言
い
ま
す
。 

 

ま
た
、
軍
隊
か
ら
も
救
援
が
来
て
い
た
よ
う
で
す
。 

 

震
災
三
日
目
に
は
三
島
市
と
熱
海
市
、
付
近
警
防
団
が
、

か
つ
て
伊
豆
地
方
の
震
災
（
昭
和
五
年
〈
一
九
三
〇
〉
十
一

月
二
十
六
日
の
北
伊
豆
地
震
か
）
の
と
き
に
救
助
し
て
も
ら

っ
た
お
礼
だ
、
と
来
援
し
た
と
言
い
ま
す
。 

 

そ
の
他
、
磐
田
町
、
掛
川
町
、
金
谷
町
の
各
種
団
体
が
来

援
し
、
特
に
志
太
郡
下
各
町
村
か
ら
来
援
が
あ
り
、
全
潰
家

屋
の
片
付
け
に
尽
力
し
ま
し
た
。 

 

震
災
後
に
復
興
の
た
め
に
や
っ
て
き
た
大
工
、
左
官
業
か

ら
な
る
工
作
隊
は
、

県
外
か
ら
は
栃
木
、

秋
田
、
埼
玉
、
山
形
、

茨
城
か
ら
来
て
い

て
、
県
内
か
ら
は
、

金
谷
、
三
島
、
見
付
、

島
田
、
熱
海
、
掛
家
、

水
窪
か
ら
来
て
い

ま
し
た
。 

 

応
援
は
遠
く
か

ら
だ
け
で
は
な
く
、

袋
井
町
在
住
の
医

師
、
歯
科
医
師
、
薬

剤
師
、
薬
種
商
、
産
婆
、
看
護
婦
な
ど
も
袋
井
町
役
場
に
集

合
し
、
救
護
に
従
事
。
婦
人
会
、
男
女
青
年
団
が
震
災
家
屋

の
整
理
と
応
急
処
置
の
握
り
飯
の
配
給
な
ど
を
行
っ
た
と
の

こ
と
で
す
。
袋
井
町
内
で
も
被
害
の
少
な
か
っ
た
高
尾
、
石

野
、
豊
沢
方
面
が
食
料
炊
き
だ
し
な
ど
の
拠
点
と
な
っ
て
い

た
よ
う
で
す
。 

上
浅
羽
村
の
浅
羽
常
設
委
員
（
お
そ
ら
く
江
戸
時
代
の
馬

場
・
柴
・
末
永
・
弥
太
井
か
ら
な
る
地
域
）
の
議
事
録
『
大

正
十
五
年
以
后
議
事
録
』
昭
和
十
九
年
（
一
九
四
四
）
十
二

月
七
日
条
に
は
、「
十
二
月
七
日
、
未
曾
有
ノ
震
災
に
て
、
浅

羽
ニ
テ
倒
潰
家
屋
四
十
四
戸
ニ
及
ふ
。
応
援
団
ノ
五
十
名
沼

津
ヨ
リ
来
援
ス
。
此
の
準
備
ノ
為
班
長
会
々
催
ス
」
と
あ
り
、

沼
津
か
ら
の
応
援
団
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。 

 

こ
の
他
、
浅
羽
常
設
委
員
『
震
災
記
録
』
に
は
、
御
殿
場

農
学
校
の
人
た
ち
が
、
浅
羽
に
助
け
に
来
て
く
れ
た
こ
と
が

書
か
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
岩
田
村
の
在
郷
軍
人
会
も
様
々

な
復
旧
作
業
、
片
付
け
な
ど
に
従
事
し
た
よ
う
で
す
。 

 

寄
付
金
に
つ
い
て
は
、
地
元
に
近
い
関
係
者
か
ら
の
も
の

が
多
く
、
上
浅
羽
村
で
は
、
静
岡
鉄
道
株
式
会
社
、
大
政
翼

賛
会
、
上
浅
羽
郵
便
局
な
ど
か
ら
震
災
見
舞
寄
附
金
が
寄
せ

ら
れ
て
い
ま
す
（「
震
災
見
舞
金
寄
附
者
芳
名
簿
」）。 

 

浅
羽
一
色
（
当
時
は
西
浅
羽
村
の
内
）
に
あ
っ
た
仲
光
寺

と
い
う
お
寺
（
今
は
廃
寺
）
の
復
興
に
か
か
る
帳
簿
を
見
る

と
、
県
や
役
場
の
補
助
を
受
け
つ
つ
復
興
作
業
を
進
め
て
い

ま
す
が
、
村
の
人
達
の
手
伝
い
の
人
工
が
最
も
多
く
、
地
域

の
力
が
大
き
か
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。 

 

【
参
考
文
献
】 

①
東
南
海
地
震
記
録
編
集
委
員
会
編
『
昭
和
19
年 

東
南
海
地
震
の
記

録
』（
静
岡
県
中
遠
振
興
セ
ン
タ
ー
、
一
九
八
二
年
）。 

②
山
下
文
男
『
戦
時
報
道
管
制
下 

隠
さ
れ
た
大
地
震
・
津
波
』（
新
日

本
出
版
社
、
一
九
八
六
年
）。 

③
青
島
晃
・
土
屋
光
永
・
中
野
幸
子
・
野
嶋
宏
二
・
松
井
孝
友
「
１
９

４
４
年
東
南
海
地
震
に
よ
り
発
生
し
静
岡
県
西
部
地
方
と
三
重
県

南
部
地
方
で
記
録
さ
れ
た
地
鳴
り
の
方
向
性
」（『
歴
史
地
震
』
第
20

号
、
二
〇
〇
五
年
）。 

④
羽
島
徳
太
郎
「
１
９
４
４
年
東
南
海
地
震
津
波
の
目
視
観
測
記
録―

東
大
地
震
研
究
所
の
通
信
調
査
報
告
か
ら
」（『
津
波
工
学
研
究
報
告
』

第
22
号
、
二
〇
〇
五
年
）。 

⑤
中
央
防
災
会
議
災
害
教
訓
の
継
承
に
関
す
る
専
門
調
査
会
『
１
９
４

４
東
南
海
・
１
９
４
５
三
河
地
震
報
告
書
』（
二
〇
〇
七
年
）。 

⑥
川
窪
広
明
「
１
９
４
４
年
の
東
南
海
地
震
と
津
波
の
体
験
談
に
見
る

被
災
者
の
避
難
行
動
」（
『
大
手
前
大
学
論
集
』
第
15
号
、
二
〇
一
四

年
）。 

⑦
武
村
雅
之
「
１
９
４
４
年
東
南
海
地
震
の
被
害
と
教
訓
」（『
日
本
地

震
工
学
会
誌
』
二
二
、
二
〇
一
四
年
）。 

⑧
武
村
雅
之
・
虎
谷
健
司
「
１
９
４
４
年
12
月
７
日
東
南
海
地
震
の
被

害
統
計
資
料
の
再
整
理―

震
度
分
布
と
被
害
の
特
徴―

」
（
『
中
部

「
歴
史
地
震
」
研
究
年
報
』
２
、
二
〇
一
四
年
）。 

⑨
青
島
晃
・
土
屋
光
永
・
野
嶋
宏
二
・
松
井
孝
友
「
１
９
４
４
年
東
南

海
地
震
に
よ
る
静
岡
県
西
部
地
域
の
軍
需
工
場
の
被
害
」（『
歴
史
地

震
』
第
34
号
、
二
〇
一
九
年
）。 

⑩
青
島
晃
・
土
屋
光
永
・
中
野
幸
子
・
野
嶋
宏
二
・
松
井
孝
友
「
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
に
基
づ
く
１
９
４
４
年
東
南
海
地
震
に
よ
る
静
岡
県

太
田
川
低
地
の
噴
水
・
噴
砂
発
生
地
点
と
そ
の
地
形
・
地
盤
条
件
」

（『
歴
史
地
震
』
第
36
号
、
二
〇
二
一
年
）。 

  
 

『仲光寺震災復興工事費用』 

帳簿だが、日付と内容（品目、人工など）を付き

合わせると、復興の過程が復元できる。 

 

〔
開
〕 
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と
こ
ろ
で
、〔
足
立
家
記
録 

二
〕
に
は
気
に
な
る
記
事
が

あ
り
ま
す
。 

宝
永
地
震
の
少
し
前
、
宝
永
四
年
（
一
七
〇
七
）
七
月
二

日
条
に
、「
同
七
月
二
日
ノ

晩
暮
四
ツ
時
分
ニ

ひ
か
り
も
の
通
リ

申
候
」
と
あ
り
ま
す
。 

晩
暮
四
つ
（
午
後
十
時
頃
）
に
光
り
物
が
通
っ
た
、
と
の

こ
と
で
す
が
、
こ
れ
は
地
震
と
関
係
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。 

元
禄
地
震
の
と
き
は
、『
祐
之
地
震
道
記
』
元
禄
十
六
年
（
一

七
〇
三
）
十
一
月
二
十
一
日
条
「
始
大
地
震
の
時
よ
り
東
の

方
の
空
に
電
光
あ
り
、
夜
明
ま
て
そ
の
光
や
む
こ
と
な
し
」

な
ど
と
あ
り
、
雷
光
が
目
撃
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
が
、
こ

れ
は
空
の
雷
な
の
で
、
本
件
の
光
り
物
と
は
関
係
が
無
い
で

し
ょ
う
。 

宝
永
地
震
と
関
係
が
無
い
な
ら
無
い
で
、
な
ら
一
体
こ
れ

は
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
、
と
、
少
し
気
に
な
る
記
事
で
す
。 

 

〔足立家記録 二〕宝永４年（1707）７月２日条（左は拡大） 

午後 10 時頃に光り物が通ったという。 


